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平成２８年度第２１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成２９年２月６日 

                    担当部・課：福祉部福祉総務課〔内線２４５７〕 

 

① 件  名 

 

石巻市地域福祉計画（第３期）（案）の策定について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

少子化、高齢化、核家族化の進展等により家族による支え合いが弱まり、近所付き合いや地域で

の支え合いの意識が低下し、公的なサービスのみでは対応できない問題が増加傾向にあったことか

ら、第１期石巻市地域福祉計画を平成１９年度から２３年度まで、第２期計画を平成２４年度から

２８年度までをそれぞれ計画実施期間として策定している。 

東日本大震災後、再生期から発展期へと進む中、地域コミュニティの構築・再生を実現し、コミ

ュニティの中で住民主体の地域福祉活動を推進することが求められている。 

 

【目的】 

  社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図るため、人と人とのつながりを基本に、地域福祉を推

進するための理念と様々な施策を一体的に定める地域福祉計画を策定するもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

社会福祉法（昭和２６年３月２９日法律第４５号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

  第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

   １ みんなで支え合う地域づくりを推進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成１８年 １１月  石巻市地域福祉計画（第１期）策定（平成１９年度から平成２３年度まで） 

平成２５年  ３月  石巻市地域福祉計画（第２期）策定（平成２４年度から平成２８年度まで） 

平成２７年 １０月  石巻市地域福祉計画（第３期）策定に関する関係課会議（５回開催） 

～平成２８年１２月 

平成２７年 １１月  石巻市地域福祉委員会開催（５回開催） 

～平成２９年 １月 

平成２８年  ２月  地域福祉に関するアンケート実施、民生委員・児童委員アンケート実施 
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⑤ 主な内容 

 

１ 計画策定の趣旨 

近年では生活形態の変化が進み、家族や地域社会による“支え合い”の関係が失われ、地域住民

が抱えるさまざまな“困りごと”に対し、適切な支援へとつながりにくい社会へと変容しつつある。

そのため、地域コミュニティの構築・再生を実現し、コミュニティの中で住民主体の地域福祉活動

の活発化を実現する仕組みづくりが重要になる。このような状況を踏まえ、まちづくりの担い手で

ある市及び国、県、そして市民、ＮＰＯ、それぞれが主体的な行動をとり、ともに協働の仕組みを

構築し、地域社会全体に共鳴するまちづくりの実現を目指すため、地域が抱える課題の早期解決に

向けた取組を効果的に展開するための総合的・横断的な施策を示すもの。 

 

２ 計画の基本理念 

「いつも自分らしく生きるために、みんなで支え合う地域づくり」 

 

３ 計画の基本目標 

基本目標１ ともに協力し支え合う地域づくり 

基本目標２ 地域福祉を担う人づくり 

基本目標３ 地域福祉サービスの基盤づくり 

基本目標４ 新たな地域コミュニティでの健康づくり 

 

４ 計画期間 

 平成２９年度～平成３３年度（５年間） 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

本市のめざす地域福祉の姿が明確となり、地域における福祉の復旧・再生に寄与する。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【宮城県内の地域福祉計画策定状況】 

 県内３５市町村中 １６市町村で策定 

 仙台市、石巻市、気仙沼市、多賀城市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、丸森町、七ヶ浜町、

利府町、大衡村、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成２９年 ２月１５日  パブリックコメント募集実施 

～３月 ６日  

平成２９年 ３月中旬   第６回石巻市地域福祉委員会 

平成２９年 ３月下旬   石巻市地域福祉計画（第３期）策定 

 

⑨ その他 

 

 

 

 


